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外国人研修生・実習生を受入されている会員の皆様 

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素よりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、別紙新聞報道にもございます通り、農業分野における外国人研修生・実習生の受

入について、様々な問題が起きております。 
近年、法務省や厚生労働省では、外国人研修生受入制度の厳格化を明言しており、それ

に伴う研修体制や労働基準法等の遵守を調べる監査の件数が大幅に増加しています。 
また農業研修生・実習生の受入が制度化されてから１０年以上が経過する中、不当な扱

いを受ける研修生や実習生は、労働基準監督局や労働組合などに直接行って相談するとい

ったケースも増えてきております。 
実習生は「労働者」であり、日本人を雇用するのと同じです。労働基準法等によって定

められたルールを守る必要があります。巷間で言われるような「安価な労働力」では決し

て無いということを、業界全体がしっかり認識する必要に迫られています。 
 
農林水産省からも、当協会に対し「協会会員の皆さんがこうしたトラブルに巻き込まれ

て被害を受けることが無いよう」旨の連絡がございました。 
 
外国人研修生・実習生の受入を行っている皆様におかれましては、くれぐれもご留意の

程よろしくお願い申し上げます。 
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